
越監告示第 １５ 号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、企画部の随時監査（工事監査）を執行した

ので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表します。 

 

  令和３年１１月１日 

 

 

越前市監査委員  塚  﨑  正  巳  

 

 

同     田  中  希世子  

 

 

                                       同       川 崎  悟 司 

 

 

 

記 

 

１ 実施基準    越前市監査基準に基づき実施 

 

２ 監査の種類   随時監査（工事監査） 

 

３ 監査執行期間  令和３年９月６日～９月８日 

 

４ 監査の対象 

 

５ 監査の着眼点 

今回の監査は、前記の工事について、工事設計、工事監理及び工事事務が関係法令等

に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうか、特に重点項目として工事の設計・

積算にあたっての統一事項の確認及び設計変更に伴う諸手続が適正に行われているかど

うかについて実施した。 

 

６ 監査の実施内容 

関係書類の検査を行うとともに関係職員から説明を聴取した。 

 

 

 

 

所管課 対象工事 地係 

財産管理課 

武生勤労青少年ホーム解体工事 高瀬二丁目 

粟田部体育館解体工事 粟田部町中央一丁目 

旧北部保育所解体工事 西庄境町 



７ 監査の結果 

① 工事設計 

工事設計は、基本となる計画に準拠し、事業目的に合った内容で経済的であるか、

設計基準は整備され適正に運用されているか、設計図書は的確に作成されているか、

数量、単価、歩掛等の積算は正確かなどについて、仕様書、図面、設計内訳書等を検

査した結果、特に指摘すべき事項はなかった。 

 

② 工事監理 

工事監理は、関係法令、仕様書、契約約款等に基づき適正に行われているか、工

事が設計図書どおり施工されているか、設計変更の内容及び時期は妥当か、関連工

事との調整は適正に行われているかなどについて、工事監理書類等を検査した結果、

特に指摘すべき事項はなかった。 

 

③ 工事事務 

工事事務は、越前市契約規則、同工事約款に基づき適正に行われているかどうかに

ついて、工事施行伺、契約関係書類等を検査した結果、特に指摘すべき事項はなかっ

た。 


